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井原市議会基本条例検証結果（平成２８年） 

における今後の課題への対応について 

 

１．平成２８年の新たな取り組み事項（※改正したもの） 

①議会全般 

取 組 事 項 １．市民の声を聴く会の開催内容の変更 

関連条項等 基本条例第７条 

取 組 内 容 

H28.1～H28.7  

市民の声を聴く会（「議会報告会」兼「市民との意見交換会」）の開催方法 

について調査・研究。 

    市民と議員が自由に意見交換できる場として、発言しやすい場づ 

くりにより、幅広い市民が参加（年代・女性）でき、より多くの 

市民の声が聴けるよう、また、市民からの要望を聴く場だけにな 

らないよう、市民の声を聴く会の開催方法について調査・研究。      

H28.2  開催内容を「議会からの報告」並びに「～人口減少問題について 

みんなで考えよう～というテーマでのワークショップ形式による 

意見交換会」を実施することに決定   

H28.8.2 市内１３小学校区で各１回、市民の声を聴く会を開催。 

 ～8.25 

 

 ※実施実績 

   ・全体参加者３３３人（昨年度４２１人） 

・ワークショップについて良かったと回答した率４５．２％ 

・今回の市民の声を聴く会が良かったと回答した率３９．９％ 

    （昨年度５０．３％） 

・次回の市民の声を聴く会に来たいと回答した率３８．６％ 

（昨年度５４．７％） 

外部評価結果 

・開催方法が一新された点、特に昨年の指摘に対する改善策として、会の後

半に参加型のワークショップを取り入れた点は高く評価できる。 

・後半のワークショップでは、議員がファシリテーターとして、外から見る

のではなく、ワークショップの一員として市民と対等の立場で話し合いに

参加できる仕組みを検討する必要がある。そのためには、議会の立場を踏

まえた上で、一議員としてワークショップに参加できるルール作りを検討

すべきである。 

・より広い層の市民の意見を聴くためには、現在の方式に加えて、ＰＴＡ、

町内会、消防団、婦人会、若年層など、ターゲットをある程度絞った各種

団体との意見交換の場を設定することも検討する必要がある。そのために

は、子育て中のママさんが参加しやすい平日の昼間の開催なども視野に入

れるべきである。 
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検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 

・ワークショップ開催時において、議員がワークショップの一員として話し

合いに参加できる仕組み、ルール作り 

・ターゲットを絞った各種団体との意見交換 

上記課題の 

検 討 結 果 

・引き続き検討する。 

 

 

取 組 事 項 ２．本会議日程等の周知方法の拡大 

関連条項等 基本条例第７条 

取 組 内 容 

H28.6  ＣＡＴＶ文字放送で定例会日程についてＰＲを開始。 

本会議で２９人が傍聴される（報道機関を除く） 

委員会で１４人が傍聴される（報道機関を除く） 

 

外部評価結果 
 

 

検 証 結 果 
・現行どおりでよい 

 

今後の課題 

・提案箱設置場所における本会議日程等の周知効果を上げる工夫 

・議会から市内高校への議会傍聴の呼びかけ 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・引き続き検討する。 

 

 

取 組 事 項 ３．政務活動費マニュアル及び政務活動費の交付に関する条例等の調査・研究 

関連条項等 基本条例第３条、第５条 

取 組 内 容 

政務活動費マニュアル及び井原市議会政務活動費の交付に関する条例・井原

市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の改正に向けた調査・研究を

開始 

 

H28.12  議会運営委員会において、現行マニュアル等の改正に向けて議会  

事務局案を基に調査・研究開始 

外部評価結果 

・政務活動費の公開における今後の課題は、収支報告書、会計帳簿、領収書の

公開ルールをいち早く決定することである。また、政務活動費を活用して、

どのような議会活動につながったのかを年度末に取りまとめる工夫も検討

されたい。 

検 証 結 果 
・今までの政務活動費の公開方法に不十分さがあった 

 



3 

 

今後の課題 

・条例等が改正されれば、現在の課題に対応できる 

・政務活動費を活用して、どのような議会活動につなげたのかを年度末に取り

まとめる工夫は今後検討 

上記課題の 

検 討 結 果 

・条例等を改正済み。 

・政務活動費を活用した視察研修については、今までどおり報告書を提出し、

一般質問で活用する等、議員個人での活動に活かして行く。 

 

 

取 組 事 項 ４．基本条例検証方法の一部変更 

関連条項等 基本条例第２３条ほか 

取 組 内 容 

H28. 2  議会運営委員会で外部委員として全議員が出席して、環太平洋

大学 准教授 林 紀行氏に検証結果の報告・アドバイスを受

ける。 

H28. 3   内部検証として議会運営委員会・全員協議会で基本条例を検証 

H28.6～11 内部・外部検証結果を受けて、今後の対応について協議・決定、 

          各委員会に報告 

※外部検証してもらい、また内部でも検証を行い、その検証結果を受けて 

今後どのように対応していくかを協議・決定し、各委員会にフィードバ 

ックしていく 

外部評価結果 

議会基本条例の評価 

・評価にあたっては、Plan（計画）－Do（実行）－Check（評価）－Action

（改善）というＰＤＣＡサイクルを議会運用の流れの中に位置づける

ことが必要である。そのためには、「Plan」にあたる「計画」を十分に

練りあげておく必要があるが、この点が課題である。 

 

・「井原市議会基本条例に基づく取り組みの検証」では、内部評価と外部

評価に対する今後の対応が取りまとめられているが、「今後の対応」に

対する「対応の結果」が取りまとめられていない。本来であれば、「今

後の課題」が次年度の「計画」に反映されなければならないが、この

点を検討課題とされたい。 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・今後の課題を次年度の計画に反映させること 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・現状どおり検証を続けて行き、前年の課題、改善点を見つけ、それを次年

度に活かすこととする。 

 

 

取 組 事 項 ５．ＨＰの活用 
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関連条項等 基本条例第５条、第７条、第１８条 

取 組 内 容 

市のＨＰ更新にあわせて議会ＨＰのリニューアルを行い、閲覧者が必要と

している情報を検索しやすい構成とした。 

 

外部評価結果 

・ＨＰは一定の整理がなされ、必要な情報が検索しやすくなった。特に、サ

イトマップの作成がなされた点は評価できる。 

・ＨＰでは、一部の委員会の会議録の公開がされていないので、早急に改善

されたい。 

・「市民の声を聴く会」の開催場所によっては、議会からの報告に対する質疑

応答が掲載されていないので、一定のルールを作った上で掲載すべきと考

えられる。 

・行政視察報告は、全員がすべての内容を作成する必要があるのかどうかは

検討する必要がある。視察の概要は共通とし、議員個人の所感を違った内

容にするなどの工夫をすることで、余分な労力を減らすことも必要ではな

いか。また、議員個人の所感にとどめず、それをどのように議会活動、政

策提言・実現へとつなげていったのかがわかる内容を年度末にまとめるな

どの方法を検討すべきである。 

 

検 証 結 果 

・議会ＨＰのリニューアルについては、外部評価結果のとおり 

・常任委員会の会議録はすべて公開しているが、全員協議会については今後

の課題 

・「市民の声を聴く会」における議会からの報告に対し、質疑応答があったも

のは全て掲載している 

・行政視察報告は、外部評価結果のとおりであり、今後検討 

今後の課題 

・全員協議会の会議録の公開 

・行政視察報告における報告者に共通する概要部分の報告方法 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・全員協議会の会議録は、公開しないこととする。 

・委員長が報告書の概要部分を、参加委員が個々の所感を作成し、一つの報

告書にして連名で提出する。 

 

 

２．平成２８年の取り組み事項（※改正を行っていないもの） 

①議会全般 

取 組 事 項 １．執行部質問権（反問権）の運用 

関連条項等 基本条例第９条 

取 組 内 容 

２月定例会で延べ５名、９月定例会で２名、１２月定例会で１名に対し、質

問権を行使される 
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外部評価結果 

・一問一答や反問権の制度化は、質問を通じて執行部に政策実現を迫るという

新しいスタイルの質問も議員に求められるようになったということである。

しかしながら、こうした制度改革の趣旨がいかされた質問になっているとは

いえない状況にある。質問による政策実現の方法論を検討してみることも必

要である。 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・引き続き検討する 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・引き続き検討、努力する。 

 

 

 

取 組 事 項 ２．議会への提案箱の設置、ホームページからの提案募集 

関連条項等 基本条例第１８条ほか 

取 組 内 容 

※H28.1.1～H28.12.31での投書数等の状況 

 投書数（提案箱に投函またはホームページから送信された件数） 

     ４１件 

 回答数（提案を受理し、全員協議会で提案者に回答することが決定した 

件数） 

     １１件 

外部評価結果 

・広聴広報活動の一環として、市民意見の収集があるが、様々なチャンネルを

作っておくのはよいことであるが、どの方法がより効果的なのかを見極める

必要がある。 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・住所、氏名は未記入であるが建設的な意見の取り扱い 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・現状どおりとする。 

 

 

取 組 事 項 ３．議会広報紙の活用 

関連条項等 基本条例第７条 

取 組 内 容 

 ２月・５月・８月・１１月の年４回発行 

 フルカラー印刷、１４頁～１６頁 
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外部評価結果 

・今後は、他議会の事例を参考にしながら、より見てもらえる、市民の意見

が出る「議会だより」の作成である。市民参加を取り入れた広聴広報のあ

り方を検討するべきである。 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・市民へのアンケート調査等、広聴広報委員会で今後検討 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・今後検討する。 

 

 

 

取 組 事 項 ４．政策立案機能 

関連条項等 基本条例第３条 

取 組 内 容 
 

 

外部評価結果 

・政策立案機能の中で、議会が最も力を発揮できるものは、議員（もしくは委

員会）提出による政策型条例である。次の４年間の最重要課題の一つとすべ

きである。たとえば、所管事務調査の結果を議員提案条例として取りまとめ

ていくことや、特別委員会の設置などの方法論を検討し、責任の所在を明確

にした体制づくりが必要である。 

 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・今後、政策立案できるよう最大限努力する 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・今後、最大限努力する。 

 

 

 

取 組 事 項 ５．議決権の行使 

関連条項等   基本条例第４条 

取 組 内 容 

 
 

区 分 議案件数 原案可決 認 定 同 意 承 認 

予算・決算 ４１ ２７ １４   

条例 ３３ ３３    

同意・承認 １０     ８   ２ 

一般議決    ８    ８    
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外部評価結果 

・議決権の行使による政策実現の方法としては、活用が難しそうである。した

がって、他の政策実現の方法を検討しなければならない。 

 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・議決権の行使は説明責任が伴い議会の全体責任であるため、議決権の意味を

踏まえ対応していく 

上記課題の 

検 討 結 果 

・議決権の意味を踏まえ対応していく。 

 

 

 

取 組 事 項 ６．議員間討議 

関連条項等   基本条例第５条、第１３条 

取 組 内 容 
 

 

外部評価結果 

・議会機能を強化する一つの方法として、これまでの執行部対議員という質問

を通じた議論のあり方に加え、議員間の討議を活性化することがあげられ

る。このテーマも次の４年間の最重要課題の一つとすべきである。 

・先進事例や同規模の地方議会の取り組みを参考に、井原市議会にあったあり

方を検討すべきである。最初から詳細な制度設計をするのではなく、委員会

でフリーディスカッション形式で実施できる仕組みを検討すべきである。 

 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・先進事例や同規模の地方議会の取り組みを参考に、井原市議会に合ったあ

り方を検討する 

上記課題の 

検 討 結 果 

・今後、検討していく。 

 

  

  

取 組 事 項 ７．政策評価 

関連条項等   基本条例第１０条 

取 組 内 容 
 

 

外部評価結果 

・政策評価については、資料や情報がなく、検証することが困難である。 

 １テーマを決めて、所管事務調査で取り組むなどの具体的方法を考える必要

がある。 
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検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・基本条例の趣旨に則り、各議員がより一層研鑽を深める 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・基本条例の趣旨に則り、各議員がより一層研鑽を深める。 

 

 

 

②委員会 

取 組 事 項 １．議会が求める資料の要求 

関連条項等 基本条例第１２条 

取 組 内 容 
平成２８年の要求実績 

   ・委員会として要求した資料・・・２７件 

外部評価結果 
 

 

検 証 結 果 
・必要に応じ今後資料を求めていく 

 

今後の課題 
・必要に応じ今後資料を求めていく 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・必要に応じ今後資料を求めていく。 

 

 

 

取 組 事 項 ２．請願・陳情の提出者からの意見陳述 

関連条項等 基本条例第１４条ほか 

取 組 内 容 

※平成２８年 請願・陳情の審査における意見陳述者数 

  ・総務文教委員会 ２名 

・市民福祉委員会 １名 

・建設水道委員会 ０名 

外部評価結果 
 

 

検 証 結 果 
・現行の取り組みは評価できる 

・陳述の制限時間５分は短いのでは 

今後の課題 
・陳述の制限時間が適当かどうかを検討する（陳述された方に意見を聴く） 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・陳述の制限時間は適当であり現状どおりとする。 
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取 組 事 項 ３．所管事務調査の運用 

関連条項等 基本条例第１４条ほか 

取 組 内 容 

平成２８年の所管事務調査実施内容 

・総務文教委員会 

   ２月定例会 マイナンバー制度の運用について    

９月定例会 幼稚園教諭の不祥事を受け、井原市が行った再発防止策 

について 

         井原市立図書館の休館日について 

         市内幼稚園における３歳児教育について 

  １０月    公共交通の充実について  

  １２月定例会 公共交通の充実について 

         通学路の安全確保について 

・市民福祉委員会 （なし） 

・建設水道委員会 

６月定例会 平成２８年度公共事業等事業計画について 

１２月定例会 作業場付市営住宅等の建設の可能性を探るための調査 

について 

井原市情報発信事業・首都圏アンテナショップでの活動 

について  

外部評価結果 
・所管事務調査の結果を議員提案条例として取りまとめていくことを検討す

ることも必要である。 

検 証 結 果 
・外部評価結果のとおり 

 

今後の課題 
・議員提案条例化に向けた所管事務調査の運用 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・議員提案条例化に向けた所管事務調査の運用を進める。 
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３．４年間の総括（平成２５年から平成２８年までの主な取組事項） 

取 組 事 項 主なもの 

関連条項等 基本条例全般 

取 組 内 容 

平成２５年  

・議長・副議長選挙立候補制に関する内規に基づき所信表明を実施 

・第３回市民の声を聴く会の開催 

・議会だより５月発行分から全面カラー印刷で発行 

 平成２６年 

  ・井原市議会危機管理マニュアルの策定 

  ・政務活動費マニュアルの改正（インターネットプロバイダー料及び事

務機器リース料の見直し） 

  ・継続調査として年間を通じた所管事務調査を実施 

  ・第４回市民の声を聴く会の開催 

 平成２７年 

・議長・副議長選挙立候補制に関する内規に基づき所信表明を実施 

・第５回市民の声を聴く会の開催 

・２月定例会で総務文教、市民福祉、建設水道委員会が所管事務調査結

果を報告 

 平成２８年 

  ・政務活動費マニュアル及び井原市議会政務活動費の交付に関する条例、

同施行規則の改正に向けた調査、研究 

・第６回市民の声を聴く会の開催（開催方法を見直し、ワークショップ

形式で実施） 

・６月定例会から井原放送の文字放送を利用した定例会日程の周知 

 

外部評価結果 

今後の課題 

・今後の議会改革をめぐる評価は、議会としての活動がどのような成果につ

ながったのかという点からチェックされることになる。議員個々人の能力

や資質を高めることも必要であるが、議会の能力や資質を高めるためには、

何が必要で課題なのかを見極め、「二元代表制の一翼を担う議会」にふさわ

しい地位を築く取り組みをされたい。 

・次の４年間の課題をあげるとすれば、「政策型議員提案条例の制定」と「議

員間討議の実施」である。この両課題を改選後の議会の二大テーマとして

解決に取り組むことを検討されたい。 

 

検 証 結 果 
・いろいろな課題はあるが、よく取り組んでいる 

 

今後の課題 

・より開かれた議会としてＩＣＴ化を推進すること 

・本会議・委員会の中継放送の実現に努める 

 

上記課題の 

検 討 結 果 

・課題について、今後も前向きに検討していく。 

 


